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2026年５月15日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、2026年５月15日開催の取締役会において、2026年６月23日開催予定の当社第24回定時株主総会

に決議事項として「定款の一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知

らせいたします。 

 

記 

 

１．定款の一部変更の目的 

近年の半導体・集積回路技術の急速な進歩、人工知能（AI）をはじめとする情報処理技術の革新的な発

展およびこれらを活用した製品・サービス市場の急拡大により、当社を取り巻く事業環境は大きく変化し

ております。このような環境変化に対応し、当社の持続的な成長と企業価値の向上を図るため、定款に定

める目的を以下の観点から改定するものであります。  

① 事業領域の拡大 

現行規定における「ディジタルメディア」に特化した表現を改め、半導体、集積回路、電子部品、電

子機器を含む情報処理関連技術・製品全般を対象とすることにより、当社の事業領域の実態に即して目

的を拡充するものであります。  

② 成長分野への対応 

人工知能（AI）、画像処理、データ処理等の先端技術分野において積極的に事業展開できるよう、当該

分野に係る研究、開発、設計、販売、サービス提供および使用許諾を目的として明示するものでありま

す。  

③ 知的財産の保護・活用の強化 

当社が保有する知的財産の管理体制の強化および戦略的な活用を図るため、現行規定に特許権、実用

新案権、意匠権を追加するとともに、知的財産に係る事業活動として保有、利用、譲渡を明確に追加す

るものであります。  

 

 

 

 

 

 

会 社 名 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 

代 表 者 名 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 山本 達夫 

 （コード番号３６５２、東証グロース） 

問 合 せ 先 経営企画部長        吉田 幹夫 
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２．定款変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線部は変更部分） 

現行定款 変更定款 

（目的）  

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。  

１. ディジタルメディアに関するハードウェア、

ソフトウェア等の開発、設計、製造、販売業務  

 

 

２. ディジタルメディアに関するハードウェア、

ソフトウェア等の輸出入業務 

 

３. 上記分野におけるコンサルティングおよび受

託業務 

４. 著作権、著作隣接権、商標権等の知的財産権

の取得、実施、使用許諾および管理 

 

５. 有料職業紹介業 

６. 労働者派遣業 

７. 前各号に付帯関連する一切の業務 

（目的）  

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

１. 半導体、集積回路、電子部品、電子機器、ソ

フトウェアその他情報処理関連技術・製品の

研究、開発、設計、製造、販売、輸出入、使

用許諾および保守 

２. 人工知能、画像処理、データ処理その他情報

処理に関する技術・製品・サービスの研究、

開発、設計、販売、提供および使用許諾 

３. 前各号に関するコンサルティング、受託開

発、技術支援および教育研修 

４. 特許権、実用新案権、意匠権、著作権、著作

隣接権、商標権その他の知的財産権の取得、

保有、利用、使用許諾、譲渡および管理 

５. 有料職業紹介業 

６. 労働者派遣業 

７. 前各号に付帯関連する一切の業務 

 

３．定款変更の日程 

定款変更のための株主総会開催日 2026年６月23日 

定款変更の効力発生日      2026年６月23日 

 

以 上 


